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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
」
と
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

を
用
い
て
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
」
と
は
、
海
域
に
お
い
て
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
、
船
舶
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設
を
備
え
る

も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
」
と
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
別
措

置
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
海
域
に
お
け
る
風
力
そ
の
他
の

海
域
に
お
い
て
電
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
」
と
は
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
海
洋

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
発
電
し
た
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
電
気
事
業
者
（
電
気
事

業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
同
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
特
定
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
第
八
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
し
供
給
す
る
事

業
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
」
と
は
、
我
が
国
の
領
海
及
び
内

水
の
海
域
の
う
ち
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
は
、
海
洋
環
境
の
保
全
、
海
洋
の
安
全

の
確
保
そ
の
他
の
海
洋
に
関
す
る
施
策
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
海
洋
の
持
続
可
能
な
開
発
及
び
利
用
を
実
現
す
る

こ
と
を
旨
と
し
て
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係

す
る
者
の
密
接
な
連
携
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）に
の
っ
と
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を

有
す
る
。

２

国
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
に
係
る
海
域
の
利
用
に
関
し
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係

る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条

関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
前
条
に
規
定
す
る
国
の
施
策
に
協
力
し
て
、
海
洋
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
者
の
責
務
）

第
六
条

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に

当
た
り
、
漁
業
そ
の
他
の
海
洋
の
多
様
な
開
発
及
び
利
用
、
海
洋
環
境
の
保
全
並
び
に
海
洋
の
安
全
の
確
保
と
の
調

和
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
七
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
商
品
又
は
商
品
の
」
を
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
六
条
の
登
録
に

係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
（
当
該
登
録
に
係
る
特
定

農
林
水
産
物
等
を
主
な
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産

物
等
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
」
と
い
う
。）又
は
そ
の
」
に
、「
特

定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
商
品
又
は
商
品

の
」
を
「
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
商
品
に
関
す
る
送
り
状
」
を

「
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
関
す
る
広
告
、
価
格
表
若
し
く
は
取
引
書
類
に
地
理
的
表
示
を
付
し
て
展
示

し
、
若
し
く
は
頒
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
内
容
と
す
る
情
報
」
に
、「
展
示
す
る
」
を
「
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
八
十
九
号

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
六
条
）

第
二
章

基
本
方
針
（
第
七
条
）

第
三
章

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

第
一
節

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
等
（
第
八
条

第
十
二
条
）

第
二
節

公
募
占
用
計
画
の
認
定
等
（
第
十
三
条

第
二
十
二
条
）

第
三
節

監
督
等
（
第
二
十
三
条

第
二
十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
七
条

第
三
十
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
三
十
一
条

第
三
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
長
期
的
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
の
重
要
性

に
鑑
み
、
海
洋
基
本
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
海
洋
に
関
す
る
施
策
と
の
調
和
を
図
り
つ

つ
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
基
本
方
針
の
策
定
、

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進

区
域
内
の
海
域
の
占
用
等
に
係
る
計
画
の
認
定
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
経
済
社

会
の
健
全
な
発
展
及
び
国
民
生
活
の
安
定
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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